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総 務 文 教 委 員 会 

 

日   時 平成２７年１２月９日（水）午前１０時００分開会－午前１１時２８分閉会 

場   所 役場３階 第２委員会 

 

出席委員 中原委員長、坂原副委員長、辻下、田島、竹原、道工、小川、反保 

       

欠席委員 なし 

 

傍聴議員 奥野、松尾、出口、和田 

 

出席理事者  田代町長、中口副町長、種村副町長、笠間教育長 

  保井まちづくり戦略室長兼町長公室長、古谷総務部長 

  四至本財政改革部長 

  西まちづくり戦略室地方創生企画監、中田まちづくり戦略室危機管理監 

  岸野総務部理事兼財政改革部理事兼まちづくり戦略室理事 

  竹原会計管理者兼会計課長、阪本総務部副理事兼人権推進課長 

  相馬財政改革部副理事兼財政課長、竹本まちづくり戦略室秘書担当課長 

  廣田（尚）まちづくり戦略室人事担当課長 

  寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 

  川端まちづくり戦略室危機管理担当課長、今坂総務部総務課長兼法制文書係長 

  寺田（晃）財政改革部行革推進課長兼税務課長兼課税係長 

  澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 

  松下教育委員会事務局生涯学習課長兼青少年センター所長 

  福井教育委員会事務局淡輪公民館長、森長教育委員会事務局指導課参事 

  内山教育委員会事務局学校教育課主幹兼係長 

 

案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時００分 開会） 

中原委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから、総務文教委員会を開会します。 

本日の出席委員は８名、全員出席です。理事者については、廣田教育次長の欠席の報告

を受けております。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立しました。 

これより総務文教委員会を開きます。 

なお、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードに設定をお願いいたします。 

それでは、１２月２日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案４件の審査

を行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いします。 

また、質疑についての理事者の答弁は、所属部署と氏名を言ってからお願いします。 

また、私自身が質疑・討論するときは、副委員長に委員長の職務をかわっていただき、

委員長席のまま質疑・討論することをご了承願います。 

議案第７９号「平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。お願いします。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 それでは、総務文教委員会資料の１ページをごらん

ください。 

平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件のうち、総務文教委員会に付託され

ました歳入予算につきましてご説明させていただきます。 

１４国庫支出金、２国庫補助金、教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付金としまし

て、４８１万８，０００円を増額補正するものです。 

内容につきましては、歳出でご説明させていただきますが、淡輪小学校、深日小学校の

各教室の天井はりの老朽化が著しく、危険性が高いことから、天井はりモルタル落下防止

対策工事として実施する小学校耐震補強事業に充当するものです。 

なお、国庫補助率は３分の１となっております。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 続きまして、１４国庫支出金、２国庫補

助金、総務管理費国庫補助金としまして、１，８９６万７，０００円の増額補正を行うも

のです。 
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内容としましては、地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生先行型の交付

金として、地方創生の推進に当たり、他の地方公共団体の参考となる先駆性を有する事業

の取り組みに対して、国の地方創生先行型交付金の上乗せ交付金が交付されることとなり

ました。 

なお、１，８９６万７，０００円のうち、上乗せ交付金として国より交付決定をいただ

いた額が１，２７３万円となり、本補正予算額に計上しております１，８９６万７，００

０円との差額である６２３万７，０００円については、本来なら一般財源となるところで

すが、当初の事業計画を変更することにより、交付金として財源を確保できるとの回答を

国よりいただいております。 

交付金の財源としては、既に平成２６年度の３月補正予算に計上し、繰り越ししており

ます基礎交付金の３，５６３万１，０００円のうち、事業進捗状況から未執行となる予定

である交付金６２３万７，０００円を充当して財源を確保するものです。 

それでは、事業内容について説明させていただきます。 

初めに、民間企業社宅ストック活用事業として５００万円、次にスポーツツーリズム推

進事業１，３９６万７，０００円のうち、事業委員会所管の観光交流課事業費１，０７６

万７，０００円を除く３２０万円がスポーツツーリズム推進事業費となります。 

詳細の事業内容については、歳出でご説明させていただきます。 

今坂総務部総務課長兼法制文書係長 続きまして、５総務費国庫補助金、選挙費補助金としまして、

４２万６，０００円の増額補正を行うものです。 

内容につきましては、公職選挙法等の一部を改正する法律による選挙権年齢の引き下げ

に対応するため、選挙人名簿システム改修費補助金を活用し、選挙管理委員会費に充当す

るものです。補助金の額は、国が定めた標準事業費を基準として算定した額の２分の１が

上限として計算されます。 

詳細につきましては、歳出で説明させていただきます。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 続きまして、１７寄附金、１寄附金、岬

ゆめ・みらい寄附金としまして、１２０万円の増額補正を行うものです。 

内容としましては、多目的公園に進出いただいております株式会社ユーラスエナジー岬

より寄附金の申し出がありましたので、新たに予算措置するものです。 

相馬財政改革部副理事兼財政課長 続きまして、１８繰入金、１基金繰入金、財政調整基金繰入金

といたしまして、５，９０４万９，０００円の減額補正を行うものでございます。 
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内容といたしましては、本補正予算の編成に伴い財源調整を行うものでございます。 

次に、１９繰越金、１繰越金、２ページをごらんいただきたいと思います。前年度繰越

金といたしまして、１億３，５６３万５，０００円の増額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、平成２６年度決算の確定に伴う繰越金を計上するものでござい

ます。 

内訳といたしましては、後にご説明いたします職員の退職手当の分割支給に伴う退職手

当繰越金が確定したことにより、諸収入からの振りかえを含め１億１，７１２万７，００

０円を計上するとともに、平成２６年度決算剰余金といたしまして、純繰越金１，８５０

万８，０００円を計上するものでございます。 

次に、２０諸収入、３雑入、退職手当繰越金といたしまして、１億１，７８９万８，０

００円減額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、繰越金のところでご説明させていただきましたとおり、職員の

退職手当の分割支給に伴う退職手当繰越金の確定に伴い、繰越金に振りかえを行うもので

ございます。 

なお、この退職手当繰越金の予算科目につきましては、本来は諸収入ではなく繰越金に

属するものでございますが、当初予算におきまして、平成２６年度決算に係る繰越金が確

定しておりませんでしたので、予算の振りかえを前提に、当初予算では諸収入の予算科目

にて予算計上したものでございます。今般、平成２６年度決算が確定したことに伴い、繰

越金の科目に予算の移しかえを行うものでございます。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 ２１町債、１町債、教育債、小学校整備事業債とし

まして、９００万円を増額補正するものです。 

内容につきましては、先に説明させていただきました学校施設環境改善交付金と同じく、

淡輪小学校、深日小学校の天井はりモルタル落下防止対策工事として実施する小学校耐震

補強事業に充当するものです。以上です。 

相馬財政改革部副理事兼財政課長 続きまして、臨時財政対策債といたしまして、３，５６６万４，

０００円の増額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、臨時財政対策債の起債借入額の決定に伴うものでございます。 

以上、当委員会付託分、歳入合計といたしまして、２，８７６万３，０００円の増額補

正を行うものでございます。 

中原委員長 どうぞ、歳出、引き続いてお願いします。 
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廣田まちづくり戦略室人事担当課長 続きまして、歳出です。 

委員会資料の３ページをごらんください。 

今回の委員会資料におきましては、委員会資料３ページの一番左の区分欄の議会費の上

段に括弧書きで記載しておりますとおり、議員報酬手当・職員給与費分と、それから委員

会資料７ページの２総務費の上段に括弧書きで記載しております議員報酬手当・職員給与

費以外分という２つの構成で作成をしております。 

このことにつきましては、今回の補正項目の多くが議員報酬手当・職員給与費分として

の人件費で占めていることによるものであり、人件費とそれ以外のものという区分けにさ

せていただいております。 

それでは、委員会資料３ページから７ページまでの議員報酬手当・職員給与費分として

の人件費補正の全般につきましてご説明させていただきます。 

今回の人件費の主な補正の要因としましては、人事異動等に係る調整のほかに、本町が

独自に給与カットしております２％減額分の反映の２つがございます。 

まず、人事異動等による補正額、調整額としまして、一般会計で約３，２６２万円とな

っておりまして、内容としましては、人事異動による各会計間、費目間の予算調整を行い

つつ、新規採用職員や任期付職員、再任用職員の給与や雇用形態の確定による増減、休職

者、育児休業者の給与の減額反映などの要因により、人件費全体として当初予算から現時

点の不用額を算出し、トータルで減額する補正をするものです。 

次に、２％の減額補正額効果額としまして、一般会計で約２，０１０万円、特別会計を

含めると２，２１２万円となっております。 

なお、今年度の人事院勧告でも昨年度に引き続、増額勧告となっておりますが、今現在、

法案の国会審議の動向も踏まえ、職員団体と協議中でありますので、今回補正予算の計上

や条例改正の上程等はしておりません。 

また、この人件費の補正予算における財源内訳のほとんどが一般材によるものでありま

すが、委員会資料の３ページの２総務費、１総務管理費の一般管理費人件費（一般職）に

おきましては、先ほど歳入で説明がありましたように、退職手当繰越金を充当して財源調

整をしております。 

それから、これらの人件費におきます左の区分から右の備考欄までの内訳の読み上げに

つきましては、議事の円滑な進行のため省略させていただきたく、ご理解お願い申し上げ

ます。 
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３ページから７ページ上段までの人件費の補正全般に関する説明は以上です。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 続きまして、７ページをごらんください。

１７寄附金、１寄附金、岬ゆめ・みらい寄附金としまして１２０万円の増額補正を行うも

のです。 

内容としましては。 

中原委員長 ごめんなさい。委員会資料の７ページのところまで。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 すみません。失礼いたしました。 

中原委員長 もう一度、じゃあ。議員報酬手当、職員給与費以外分のところからご説明をいただく

ということでよろしいですか。お願いします。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 はい、すみません。７ページをごらんく

ださい。 

２総務費、１総務管理費、民間企業社宅ストック活用事業としまして、補正予算額５０

０万円を増額補正するものです。 

事業概要について説明させていただきます。 

岬町は、大阪都市部から１時間以内の距離に位置しながら、自然に恵まれた環境にあり

ますが、若年層が進学、就職、結婚を機会に町外に転出し、急激に人口減少が続いており

ます。また、人口減少に伴い空き家が増加していますが、若年世帯が賃貸できるマンショ

ン、ハイツ、アパートタイプの物件が少ないことも若年人口の減少要因となっております。 

一方で、町内にはかつて事業を行っていた企業の社宅等が残されており、使われないま

ま放置されている現状があり、この遊休資産の住宅を所有企業、民間事業者、地域行政と

ともに検討し、リフォームした上で若年世帯向けの賃貸物件の提供に向けたストック活用

計画を策定することで、若年層の定住人口増加を図ることを目的としております。 

民間企業社宅ストック活用計画策定委託料の事業費につきましては、歳入で説明させて

いただきました国の地方創生先行型の交付金を１００％充当するものです。 

続きまして、２総務費、１総務管理費、スポーツツーリズム推進事業としまして、補正

予算額３２０万円を増額補正するものです。 

初めに、スポーツツーリズム計画策定委託料３００万円について説明させていただきま

す。 

岬町の特性である豊かな自然環境、都心からのアクセスのよさを活かし、定住人口の減

少を補う交流人口の拡充及び地元雇用の拡大を目指したスポーツツーリズム事業を実施し
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ます。 

１つ目の取り組みして、地域の観光資源の周遊性を高めるサイクリング、ウオーキング

環境の整備を行います。岬町内にはみなとオアシスを初め、海を楽しむ観光資源が数多く

あり、サイクリングやウオーキングで観光資源を周遊することで、交流人口の拡大を図り

ます。 

次に、２つ目の取り組みとして、アマチュアスポーツの合宿、スポーツ大会の誘致に向

け事業者への誘致活動を行います。合宿等の誘致により、地元雇用や交流人口の拡大を図

ります。 

このような取り組みをスポーツツーリズム事業として位置づけ、推進事業実施に係る基

本方針として、岬町スポーツツーリズム推進計画を策定する費用となります。 

次に、スポーツツーリズム備品購入費として２０万円を増額補正するものです。推進事

業の実施に向けた環境整備として、ノルディックウオーク用のポールを購入するものです。 

スポーツツーリズム計画策定委託料３００万円、スポーツツーリズム備品購入費２０万

円の事業費につきましては、歳入で説明させていただきました国の地方創生先行型交付金

を１００％充当するものです。 

今坂総務部総務課長兼法制文書係長 続きまして、４選挙費、１選挙管理委員会費としまして、８

５万４，０００円の増額補正を行うものです。 

内容としましては、公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成２７年６月１９日に公

布されました。この改正による選挙権年齢を満１８歳以上への引き下げに対応するため、

現在使用しております選挙人名簿システムを改修する必要がありますので、その改修に要

する経費の一部を補助する選挙人名簿システム改修費補助金を活用しまして、適切な選挙

人名簿の調整を図ることとするものであります。 

国庫補助金につきましては、歳入でご説明させていただきましたように、国が定めた標

準事業費を基準として算定した額の２分１が上限として計算されます。 

今回、本町で予定しております改修費が８５万３，２００円でありますので、その２分

の１で算出されました額が４２万６，６００円となります。補助金の算定におきまして１，

０００円未満の端数が切り捨てられますので、算定されます額は４２万６，０００円とな

ります。この額が、国が定めた標準事業費を基準として算定した額の２分の１を超えてお

りませんので、国庫補助金の額が４２万６，０００円となります。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 １０教育費、２小学校費、小学校耐震補強事業の小
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学校非構造部材耐震化工事としまして、１，４００万７，０００円を増額補正するもので

す。 

内容としましては、淡輪小学校図書室の天井はりのモルタルが落下するという事案が発

生したことから、至急、全小学校の天井はりの調査を行ったところ、淡輪小学校と深日小

学校について、天井はりに浮き等のある箇所があったことから、該当する箇所について応

急措置を講じましたが、児童等の安全を確保するための恒久対策を行う必要があることか

ら、学校施設環境改善交付金を活用し、天井はり落下防止対策工事として小学校非構造部

材耐震化工事を実施するものです。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 続きまして、７ページから８ページをご

らんください。 

１３諸支出金、１基金費、岬ゆめ・みらい基金費としまして、予算額１２０万円を増額

補正するものです。 

初めに、岬ゆめ・みらい基金について説明させていただきます。 

岬ゆめ・みらい基金は、岬町を応援しようとする個人または団体から寄附金を募り、当

該寄附金を財源として事業を行うことにより、個性豊かな活力あるまちづくりに資するこ

とを目的として設置しております。 

歳入で説明しました寄附金については、基金として積み立て、子育て、福祉、教育、環

境に関する事業、その他、目的達成のために町長が必要と認める事業など、寄附金を財源

として各種事業を行うこととなります。 

なお、株式会社ユーラスエナジー岬については、再生可能エネルギー事業、太陽光発電

事業を手がけ、企業ビジョンとして、地域とともに発展し社会から信用される企業を掲げ

ておられ、立地自治体地域への貢献としてご寄附をいただきました。 

寄附金の使途については、ユーラスエナジー岬では、地域貢献のカタログを作成してお

り、安全防災分野、教育福祉分野、スポーツ分野、環境インフラ分野、産業観光分野、文

化芸術分野、その他さまざまな事業に活用することを規定しております。岬町におきまし

ても、利用希望に添うよう基金に積み立て、さまざまな事業に活用する予定です。 

以上、当委員会付託分計としまして、２，８４６万８，０００円を減額補正するもので

す。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 続きまして、地方債の補正でございます。起債の目

的は、小学校整備事業の補正前限度額１億３，３１０万円から１億４，２１０万円に変更
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するものです。 

相馬財政改革部副理事兼財政課長 続きまして、臨時財政対策債につきましては、補正前の２億８，

９００万円から補正後の３億２，４６６万４，０００円へと限度額の変更を行うものでご

ざいます。 

合計といたしましては、補正前限度額の４億２，２１０万円から、補正後限度額の４億

６，６７６万４，０００円へと変更を行うものでございます。 

一般会計補正予算（第４次）の説明は以上でございます。 

中原委員長 ただいまの説明に対しまして、委員の皆さん質疑ありましたらお願いします。 

理事者のほうで説明の補足なり訂正なりありましたら、ここで先にお聞きしておきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

委員の皆さん、しばらくお待ちください。 

よろしいですか。 

では、委員の皆さん、質疑ありましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 小学校の耐震工事ということで補正予算が上がっておりますが、各小学校で見直し、点

検をしていただいたといったことをお聞きしました。歳出でいいますと、７ページの下の

ところですかね。その確認なんですけども、本年度をもって耐震工事が終了するというこ

とをお聞きしてたと思うんですけども、それはそれで間違いないのかというのと、それと、

耐震工事の内容とは別に天井の不具合が見つかったので、耐震工事というか、老朽化防止

工事というのか、そういう工事だと思うんですが、その進捗度合いというのはどういうよ

うな、もう１００％これでいけるんだというのかどうか、お聞きしたいと思います。 

中原委員長 答弁お願いします。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 耐震化工事につきましては、この平成２７年度で淡

輪小学校の体育館の工事が完了しまして、それで１００％完了したということになってお

ります。 

今回補正予算に計上しているものにつきましては、非構造部材の部分でございまして、

はりに附属しているモルタルの部分が４０年以上たってますので、ひびが入ったり、クラ

ックというんですけども、入りまして、ちょっと浮きがある状態で、今回淡輪小学校で図

書室の部分が落ちたという事案がありましたので、大至急全部調査しまして、安全確保の

ため、モルタルをコンパネで覆ってクロスで仕上げるという形で、危険な箇所は全部完了
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するということにしております。 

中原委員長 竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 私の感覚でしたら、国のほうの予算とか耐震工事については一生懸命つけてくれると思

うんですけど、今後予想されるこのような、どっちか言ったら老朽化防止工事かなと、こ

のように思うんですけど、そういうのも今後順次これはもう町の予算でやっていかなあか

んのかな、それか、もしくはこのような感じで交付金をいただけるのかな、そういうよう

なところはわかりますでしょうか。 

中原委員長 答弁お願いします。 

澤教育委員会事務局学校教育課長兼指導課長 老朽化対策につきましても、国庫補助金で３分の１

という補助がありますので、今後、順次大規模改修等について計画しまして対策を講じて

いきたいというふうに思っております。但し、総事業費が１，０００万円を超えないとい

けませんので、それ以外につきましては単費ということになります。 

中原委員長 竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 私も立場上、ちょっと小学校なり、中学校なり行く機会がありまして、淡輪小学校にお

きましては卒業した学校ですし、ああ、もう大分と古くなってきたなと、このように思う

ところではあります。また、小学生自体が図書室の天井が、まさかっていうような形だと

は思うので、そういうようなことをやはり教育委員会としても常に気を配っていただいて、

安全な学校教育現場を目指していただきたいと、このように思いますので、よろしくお願

いしときます。これは意見です。 

中原委員長 ほかに、委員の皆さんいかがでしょうか。 

田島委員、どうぞ。 

田島委員 なければ、私のほうからちょっと何点かお伺いしたいと思います。 

先ほど担当課から説明をいただいたんですけども、歳入の部分の１ページの１７寄附金

の部分で、これ説明、エナジーから説明いただいたんですけど、この寄附金は特段として

条件つきの寄附金ではないということを理解したんですが、地方創生にかかわった町の発

展のための寄附金ということで、特段条件はついてなかったですかな、その点ちょっとお

聞きしたいんです。 

中原委員長 答弁お願いします。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 特に事業者からの寄附金を何に使ってと

いうことはございませんでした。ただ、ユーラスエナジーさんが寄附金の使用目的をつく
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っておりまして、地域貢献のカタログというのを作成しておりまして、その中で例えば安

全防災分野に使ってとか、いろいろ規定ありますので、従来、我々行政がしている分野で

は全て当てはまるのかなと思います。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 善意で寄附をしていただいていると、やはり当町の発展のために企業がそういう協力し

てくれているということをやはり鑑みて、その寄附金の使途については十分に配意して、

そしてこういうことに使いましたということも、いただくだけじゃなしに、やはりこうい

う事業が成功しましたと、そういう事後のフォローもひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。でないと、寄附金がどう使われたのかなと、そういう節もありますので、過去にも

学校教育でいろんな寄附金がどこに使ったのか、もうあやふやでわからん、そういうこと

もあったと聞き及んでますので、そういうことのないように、寄附をされるということは、

本当に岬町のために寄附をしていただいているので、その寄附金の使い道、いろんな使途

については、やはり何らかの形でお礼なり、事業が計画が実施されましたというその厚意

を届けてあげてほしいと。ということは、またその寄附が継続されるおそれがありますの

で、そういうことで、ひとついただきっ放しということはやめていただきたいと、かよう

に思います。これはもう要望としときます。 

そしてもう一点、歳出の部分でお尋ねしたいんですけども、７ページの総務費、９地方

創生の部分ですけども、これ先ほど説明があったんですが、この民間企業の社宅を復活、

再利用するという計画ですけども、これあくまで国庫支出金で賄っておるんですけども、

この国庫支出金といっても、我々国民の税金ですので、何も国からやから言ってそういう

軽い気持ちでなしに、国民の税金で賄っていますので、一般財源でなかっても、この本庁

の職員さんの小遣いじゃないので、やはり国民から集めたお金ですので、その点十分配意

して運用していただきたいと思いますので、この企業の住宅、リフォームをするためのこ

の補助金と思うんですけども、その点いかがですか。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 今回、補正予算に計上しております民間

企業社宅ストック活用事業につきましては、計画を策定する費用になっております。また、

単年度で実施するものではなく、地方創生という意味合いで、中期、長期にわたり計画を

策定していきますので、その中で今年度につきましては、計画を策定し一定方向性を決め

ることとなり、リフォーム代につきましては、２８年度の交付金を活用するということで

考えております。 
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中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 ということは、私、この区分のほうを見せてもらったら、社宅の部分についてリフォー

ムするお金かなと、そういう具合いに解釈したんですけども、ではないんですね。計画を

実施するための計画のお金ですね、ということで理解いたしました。 

そしてまた、第２弾としたら、計画の進行によって国庫補助金をいただくという方向で

すね。でないと、これでは勘違いをしますのでね。極端に言ったら、当町で社宅が一応運

用されていない部分の社宅で、大体わかりますので、そこの部分にこの公金を充当してリ

フォームするのであれば、ちょっとおかしいなということを思ったので。 

そして、もう一点だけ、これは理解しました、社宅のストックの部分についてね。そし

たら、空き家バンクの対策もこれ連動すると思うんですね。民間の社宅といえども、また

個人の住宅地、空き家についても、これも一つストックの活用事業の部類に入ると思うん

ですけども、担当課としたらそういう考えはないんですかな、あるんですかな、それを連

動する考えありますか。 

中原委員長 答弁お願いします。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 今回の民間企業社宅ストック活用事業と

いうことで、名称からそうなんですけど、一応企業の社宅を対象として考えております。

ただし、岬町におきましては、空き家等も数多くありますので、この計画の中で学識経験

者等、いろんな意見が出ると思いますので、総合的に考える場合もあるとは考えておりま

す。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 別に学識経験者の意見をいただかんでも、我が町のことは我々でやったらいいと思うん

ですけどね、入れてもいいですよ。ただで来てくれないんでしょう。その学識経験者いう

のは大学の先生違いますの。 

中原委員長 お願いします。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 当然、いろんな方のご意見というのを吸

い上げて、一定、町に住まわれている住民の方にもご参加いただきまして、街並みとかよ

く知っている方のご意見もいただきたいと思っております。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 そういうことで、学識経験者も大事です。本当にやっぱり大学の教授も大事ですが、し

かし、大学の先生が来るとなったら、お車代とかいろんなお金が要りますし、当町にはや
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っぱり国交省から来られている副町長もかなり学識経験者以上の知識を持っている、実践

されている方ですからね、ということで、学識経験者ばかり僕は余り好きでないので、そ

の言葉、ということで有識者にしといていただきたいと、そう思います。 

それで、本命の民間の空き家については、そういう事業、活用事業に入らないのですか。

もう民間は民間で別ですか、企業として。西君。 

中原委員長 司会してくださいましたが、答弁お願いします。 

西まちづくり戦略室地方創生企画政策監 先ほどのちょっと補足させていただきますと、今回、国

のほうの上乗せ交付ということで、今回地方のほうからどんな事業をしたいという提案を

出させていただいて、それで国のほうが、この事業としては他の事例の参考になるという

ことで採択をいただきました。その中で、岬町のほうでは２つの事業を上げさせていただ

きまして、１つがこの民間企業の社宅のストック活用事業というのと、それからスポーツ

のツーリズムという２つ上げさせていただいたところです。 

この民間企業の社宅ストック活用事業というのは、前々から議会のほうからも、町内に

ある企業の社宅を何とか有効に活用できないのかというお声いただいておりまして、我々

のほうでも何とかその活用の方法がないかなというのを考えてきたところなんですけども、

今回こういう国のお金をいただけるということで、この機会を通じて、この活用の方法、

どういう活用ができるのか、それから活用する場合にはどういう住宅の提供ができるのか、

管理、運用も含めて、そういうのをトータル的に検討していくというのが今回の計画です。

この中では、当然所有者の企業さんのご意見も伺わないとあきませんし、それから不動産

の事業をやっている方々、それから学識の方々、こういう方々、いろいろの方面からご意

見をいただくということを考えております。 

また、国のほうもこういう計画をつくるときは、行政だけでなく、いろいろな分野の方

の意見を聞いてつくりなさいよというのが、今、国の進めているやり方でして、地方創生

の計画も、いわゆる産・官・学・金・労・言といういろんな分野の方に入っていただいて

つくっております。 

そういう中で、国としてもいろんな意見を聞きなさいということなので、今回こういう

形で計画をまずつくっていくと、この中でうまいこと枠組みができれば、実際そんなら国

のお金もいただきながら何とか運営、転がしていきたいと。国のお金いただくには、どう

しても先に計画がないと国のほうからは補助金をいただけませんので、まずその段階とし

て計画をつくるということでご理解をいただければと思います。 
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委員おっしゃられた民間のほうについても、我々も民間の空き家を何とかしなくてはい

けないというのを重々認識しております。ただ、今回は国に認められたのが、この民間企

業の社宅を活用するという計画で認められておりますので、この中ではちょっと難しいん

ですけども、ただ、今現在つくっている「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、この中で

もこの空き家対策というのを重要なポイントとして考えておりますので、そこに位置づけ

ることによって、また違う国のメニューを活用することができますので、空き家について

はそういういろいろな視点の中でまた今後も検討を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただきますようお願いいたします。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 西さんの説明で、ほぼわかってるんですけども、やはりこの個々の部分で、この鏡の部

分で民間企業社宅ストック活用事業となったら、もう民間の社宅の事業しかないの違うの

かなと、我々はそう解釈するわけですね。先ほど西さんの説明では、国としていろんな意

見を抽出して、それで持ってきてくれたらやりますという、国は個人の空き家等について

も、やはり検討しますよという言い方に捉えるんですけども、私は。 

ですから、それを外すのじゃなし、民間企業社宅ストックじゃない、民間企業・個人住

宅空き家のストックの部分を入れていただいたほうが、国に対して意見なりに申し上げや

すいんじゃないんですかな。これは民間空き家バンクを外してしまって、こんなん民間企

業て力あるんですよ、はっきり言って。いろんな国の補助金等々引っ張る力あるんですわ。

ということで、個人の空き家バンク、個人のほんまに高齢者の難儀している空き家なんか、

これ力ないんですわ。それを外したらだめと思います。国はいろんな意見を持ってきなさ

い言ってるんで、どうですか、見直す考えは。 

中原委員長 答弁お願いします。 

西まちづくり戦略室地方創生企画政策監 今回の上乗せ交付の事業というのは、どういう事業をす

るかということで提案して、国で認めていただいたものなので、今回の事業としてはちょ

っと難しいなと。実は、この事業というのは、国の２６年度の補正予算ということで、今

回２７年度の予算で上げさせていただいているのですけども、この３月までにやり遂げな

あかんと。今回予算を認められて発注をかけるとすると、１、２、３の３カ月という非常

に短い期間の中でやり遂げないといけないという事情もございまして、今回はまずターゲ

ットを絞った中で進めさせていただいて、先ほども言いましたように、まちづくりの総合

戦略の中では空き家対策というのも重要なポイントというふうに認識しておりますので、
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その空き家対策については、また次の取り組みの中で計画づくりなりを進めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解のほうお願いいたします。中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 わかりました。西さんのそういう誠実な答弁、信用していますので、今回は３月まで期

限があるので、次回、必ず「・」入れてくださいね。「企業・民間」のこの部分を入れて、

あかなんだら、あかんでいいんですわ。やはりそういうことも入れていただかんと、ぶっ

ちゃけ、国の国庫支出金でやるんですから、そらもうへらこくね、やっぱりごり押しでも

いいから、そういう空き家バンク対策に反映できると思うので、「・民間」の空き家バン

クについても鏡入れといてくださいな。次で結構です、今回もう無理と思うんですけども。

副町長、どうですか。私の意見はちょっと間違ってますか。 

中原委員長 答弁お願いします。 

種村副町長 いろいろな貴重なご意見ありがとうございます。西政策監からもいろいろご説明して

いましたとおり、そもそもこの募集が国のほうからあったときに、ちょっと繰り返しにな

るところもありますけども、他の自治体がやる事業の模範となる先駆的な事業について提

案をしてくれれば、それに対して補助をしますよという仕組みでございます。民間のいわ

ゆる個人の方が住んでおられて、今あいてる空き家っていうのがふえていて、その対策と

いうのは非常に重要だと私も思ってしまして、もともと国交省ということで航路の問題を

一番に一つの大きなミッションでやってますけれども、こっちに来てみて、この空き家バ

ンクというせっかくいい制度ができているんですけども、先般ご報告していますとおり、

なかなか実績が上がってないと、その対策は本当に腰を据えて取り組んでいかなきゃあい

けない事業だと思ってますし、西政策監からもご説明したように、まち・ひと・しごとの

戦略の中にきちっと位置づけて、来年度から重点的にやっていこうと思ってます。 

今回はあくまで対象を絞った中で国から提案を受け付けられたということで、こういう

ことにしてますので、まずはここで議論をして、民間の社宅をどういうふうに活用してい

くかという計画をしっかりつくって、その計画が来年度に実際個人の空き家さんも含めて

活用を検討していく中で、きっと参考になる部分もあると思いますので、それを含めて来

年度にきちっと、民間・個人の空き家というような形で事業を進めていければというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 副町長にそういうご答弁いただきましたので、ひとつ西さんといろいろ協議して、協力

して、そしてそういう具合いに副町長が指導していただいて、国のほうにひとつ「・」、



 

16 

この部分について、ひとつ期待していますので、ひとつ要望だけにしときます。余り期待

し過ぎたら期待外れになったらつらいんで、要望にしときますよ、副町長、必ず覚えてま

すので、私、昔のことは必ず覚えてますので、ひとつ西さんも頑張ってください。はい、

どうもありがとうございます。 

もう一点だけよろしい。 

中原委員長 引き続いて、どうぞ。 

田島委員 ちょっと確認したいんですけど、９ページの歳出の部分で、地方債の補正変更の部分に

ついて。 

中原委員長 ごめんなさい。９ページとおっしゃいましたか。 

田島委員 ごめん、８ページ。 

中原委員長 ８ページでよろしいですね。はい、お願いします。 

田島委員 これは説明いただいて大体わかっています。しかし、この小学校の部分の整備事業の９

００万円の補正と思うんですけど、私の引き算では。そして、臨時財政対策債についても

３，５００万円と、この部分一定その行き先、内訳、よその所管のほうへ行くと思うので

すけど、それもう一度ちょっと確認したいので、この２点委員長報告していただいてよろ

しいですか。 

中原委員長 はい、答弁、詳細な説明をお願いしたいと思いますが、どなたからいきましょう。は

い、お願いします。 

相馬財政改革部副理事兼財政課長 ご質問の地方債の限度額の補正についてでございます。地方債

につきましては、それぞれ事業の目的に沿った形で起債の歳入予算において予算計上して

いるところでございます。 

地方債の追加あるいは変更の限度額につきましては、それぞれの歳入予算に対応する部

分について、地方債補正の追加なり変更なりという形で計上しているところでございます。

今回所管しております総務文教委員会の歳入予算に係る地方債の変更につきましては、お

示ししているとおり、小学校整備事業と臨時財政対策債のこの２事業でございます。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 ということは、再確認しときます。小学校の整備事業については、先ほど説明していた

だいたそういう財政の振り分けですね。はい、わかりました。 

そしたら次、臨時財政のその対策債の振り分け、ちょっとお願いしたいんですけど。 

中原委員長 はい、答弁お願いできますか。 
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相馬財政改革部副理事兼財政課長 臨時財政対策債につきましても、委員会資料の２ページの一番

最後のところに書いているとおり、歳入予算額の補正予算という形で計上しておりますの

で、あわせまして、地方債の限度額の補正も行うものでございます。 

田島委員 何に使うかちょっと聞いてるんですけれども。 

中原委員長 答弁、引き続いてお願いします。 

四至本財政改革部長 それにつきましては、臨時財政対策債につきましては、一般財源に入ります

ので、どこに充当するという財源ではございません。 

中原委員長 はい、田島委員、どうぞ。 

田島委員 そうですか。頭に臨時財政対策債とついているので、一般財源に充当するんやけど、そ

の緊急性とか、その必要性とか、私らはわからんわけですね、こういう事業に使いたいの

でというのなら、私は補正はわかるんですけども。 

中原委員長 田島委員、すみません。もう少し説明があるようなので、お聞きしましょうか。 

相馬財政改革部副理事兼財政課長 臨時財政対策債につきましては、本来では地方の地方公共団体

の財源不足につきましては、普通地方交付税で本来なら税収でそれぞれの団体が財政運営

を行うんですけども、財源不足分につきましては、地方交付税で一部補塡することよって、

全ての団体が一定水準の行政サービスを行うといった形で、本来なら地方交付税で措置す

るんですけども、しかし、国のほうもなかなか財政事情が厳しいということで、地方交付

税ではなくて、その一部を臨時財政対策債という形で補塡をするものでございます。 

具体的には、地方財政の財源不足額につきましては、従来は先ほど言いましたとおり、

国の交付税の特別会計で賄いまして、その償還については、国と地方が折半して負担して

おりました。その後、国の交付税の特別会計の借り入れ残高が非常に増大してまいりまし

て、国のほうの財政事情も厳しいといった形がございます。平成１３年度から先ほども申

しますとおり、地方については臨時財政対策債という起債を一旦発行して、後年度の償還

については、全額地方交付税で算入をするものでございます。平たく言いますと、国のほ

うも財政事情が厳しく、地方交付税というキャッシュを用意するのがしんどいので、その

かわりに地方公共団体に臨時財政対策債という地方債を発行させて、その元利償還金につ

いては算入するという、ローンで賄う形で平成１３年度から続いているものでございます。 

中原委員長 田島委員、どうぞ。 

田島委員 執務を説明、引き算を教えてくれたんですけれども、今の説明は十分私も承知してるの

ですわ。ということで、一般財源に振り込むんですけども、一般財源は何と何に使うんや
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ということを聞いたんですけれども、税が答申でそういう町債を発行するんやと、そうい

う説明いただいたんですけれども、それはわかっています。説明はわかっています。しか

し、何で何に使うんやということを聞きたかったんですけど、結局仕方ない、内訳で一般

財源のほうを見て確認せざる得ませんわね。もう結構です。もうこの分についてはもうよ

ろしいです。説明わかりました。私の質問は以上です。 

中原委員長 これまでの質問に対する答弁ですかね、教育長。お願いします。 

笠間教育長 先ほど田島委員のご質問の中で、ゆめ・みらい基金の、特に教育の関係で何に使って

しもうたかわからんという、ちょっとご質問というんですか、提言がありましたので、お

答えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

田島委員 お願いします。 

中原委員長 よろしいですか。お願いします。 

笠間教育長 ありがとうございます。少し遅くなりまして、申しわけないです。すぐに反応すれば

よかったんですけども、ゆめ・みらい基金の中の教育費に付する寄附やいろいろ寄附され

る側から希望を聞きまして、仕分けはきちんとできていると考えております。 

過去におきましてどういう使い方をしたのかわからない指摘が少し感じましたので、私

としましては、一般会計を通じて歳入、歳出につきましては、特に図書を購入するとか、

また備品の購入とか、そのようなことを常に直後の議会に報告させていただいていると思

っておりますし、町長のほうからの感謝状も提出させていただいているわけでございます。

きちんと明確に何に使ったということは出させていただいておりますので、先ほど言われ

たことが気になりまして、後からで申しわけございませんけども発言させていただきまし

た。よろしくお願いしたいと思います。 

中原委員長 よろしいですか。 

田島委員、どうぞ。 

田島委員 ありがとうございました。僕の前段言った不明点についてはもう時効ですし、そしてわ

かりませんし、結構です。当時で言ったら教育長じゃないからね、教育長になられてから

のことについては心配ないと、私は確信しているんです。立派な教育長ですから、そうい

う落ち度のないということは十分理解して質問していますので、前段の部分は、あれは当

時どの教育長か知りませんけども、それはもう時効の問題やから言いません。そういうこ

となかったんや。ただ、寄附金の部分について条件つきかということを聞いてますので、

あの方は当時ピアノを買うたってくれというのが、ピアノが消えてしもうたんや、そうい
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うことですねん。古い話はやめときます。はい、結構です。説明ありがとうございました。 

中原委員長 ちょっと今過去の話で、事実としてすぐに確認できないことが出ておりますけども、

このまま続けられますか。 

笠間教育長 ピアノのお話が出ましたが、町長からアドバイスがありましたのですが、最近では、

森林組合の方からご寄附をいただきまして、当初はピアノでしたが、テレビ等に変わった

ことは確かでございます。それは備品購入の段階で昨年の議会の総務文教委員会で説明さ

せていただいていると思います。これはもう２年前になると思いますけども、理由なくピ

アノがほかに変わったというようなことはありません。 

田島委員 教育長、了解しました。 

笠間教育長 ありがとうございました。 

中原委員長 委員のほうから了解という声をいただきましたので。 

ほかの委員さん、質問、引き続いて。 

竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 ただいまの田島委員と西政策監のやりとりを聞いてて、１つ自分もちょっと意見があり

ましたので、７ページの中段のスポーツツーリズム推進事業という中のスポーツツーリズ

ム計画策定委託料、計画を立てるこの費用というところで、説明にあったのは、サイクリ

ングとか、ウオーキングとか、合宿を行うところの計画を立てるための費用とお聞きしま

して、私から１つお願いっていうんですか、岬町の魅力としてスポーツをもってまちおこ

しという中で、サイクリングもウオーキングもいいんですけども、実はフィッシングが魅

力だと思われます。これをスポーツに組み入れられないかという提案なのです。というの

は、過日、まちおこしの専門家に個人的に聞くところがありまして、「岬町、あっ釣りで

きるとこやねって、いいところですよね」っていうことで、いや、岬町には専用の釣り場

もありますし、実際に各港では釣り客がたくさん来てくれてるんですっていう話の中で、

そしたら、釣りを中心に置いてまちづくりをされたらいいですやん、という話に発展しま

して、関西空港から一番近い釣り場はどこですかと言われると、手を挙げてもいいのかな

と思いつつ、実際、過日の事業委員会では、事業委員会協議会の中で大阪南港や尼崎や鳴

尾浜や、それで和歌山の北港やというところの釣り公園がある中、やっぱり岬町のとっと

パークというのが一番近いわけなんですよね。 

ということで、関西空港に降り立ったインバウンドのお客さん、どうしても釣りをした

いという方もあると思うんですよね。そういうような方をスポーツとしてのフィッシング
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ができるというような流れで誘致できないかという提案なんですよ。まあサイクリングも

ウオーキングもいいけど、フィッシングをスポーツとして組み入れてもらわれへんか。こ

れも計画を先に国のほうに出されているとは思うんですけど、そういうような急に割り込

みとかいうのはできるんでしょうか。答弁お願いします。 

中原委員長 答弁、どうぞ。 

寺田（武）まちづくり戦略室地方創生企画政策担当課長 スポーツツーリズムということで、ウオ

ーキングとサイクリングのみならず、いわゆる岬町の観光資源でありますそういう釣り堀

とか、そういうのを活かしたような周遊コース等も設定していきたいと考えております。 

中原委員長 竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 今の話を聞きまして、岬町の観光資源の一つとして考えていただいて、計画に盛り込ん

でいただけたら、何よりだと思います。結構な需要が見込まれるとは思いますので、それ

も計画に入れていただけるよう要望しておきます。よろしくお願いします。 

中原委員長 ほかに質問いかがでしょうか。よろしいですか、副委員長。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 それでは、これで質疑を終わりたいと思います。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７９号「平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

中原委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７９号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

引き続きまして、議案第８９号「岬町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を制定する件」を議題とし

ます。 

本件については、本会議にて説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと
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思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中原委員長 それでは、質疑に入りたいと思います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 なしとの声いただいておりますが、いかがでしょうか。 

委員の皆さん、ないようでしたら、ちょっと私から質問したいことがありますので、副

委員長、お願いできますでしょうか。 

坂原副委員長 では、委員長が質問しますので、進行を交代します。 

中原委員長。 

中原委員長 委員会資料の１１ページの制定に係る概要といいますか、説明文章がありますけれど

も、その中で、１１ページの２番、条例制定の基本方針ということで、一番上の丸の説明

の中でお尋ねしたいことがございます。 

本分中の３行目の真ん中より後半のあたりですが、今回の条例では独自利用事務を定め

ず、法定事務のみ、あっ、ごめんなさい、該当箇所間違ってました。２つ目の丸のことを

聞きたいと思ってたんでした。ごめんなさい。２つ目の丸の今後というところで、住民の

利便性の向上や行政の効率化につながると考えられる事務については、今後検討して追加

することとしますということが述べられております。先ほど私間違えて取り上げたところ

で、本会議場での説明でも、今回の適用としては法定事務のみ情報の連携を行うようにす

るということもご説明いただいていたところですが、住民の利便性の向上や行政の効率化

につながると考えられる事務というものは、どういうものが想定されるかということをお

聞きしておきたいと思います。お願いします。 

坂原委員長 はい、答弁お願いします。どうぞ。 

西まちづくり戦略室地方創生企画政策監 今回につきましては、町が独自でやっている事務につい

ては、番号の利用ということでは考えておらないところなんですけども、今後事務を進め

ていく中で番号を使うほうが住民の方にとっても利便性が高まる、それから行政にとって

も事務の効率化が図れるというものについては、検討を進めていきたいと考えているとこ

ろです。 

具体的にはというお話ですけども、まず、もともとこの番号を利用できるのは、社会保

障、税、災害対策の分野ということに限定されてまいりますので、この分野の中での独自
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利用という形になってまいります。 

現時点ではまだ事務は始まっておりませんので、どのようなものが発生するかもわから

ないところはあるんですけども、例えば町外から転入された方がいらっしゃる場合、町独

自の給付なんかをする場合は、対象になるかどうか等についてとか前歴とかは、全て前住

所地に確認する必要があります。この場合は条例に位置づけておかなければ、その申請者

の方に住民票なり税の情報なりを提出していかなければいけないとか、そういうものがご

ざいます。ところが、この番号を使うことによって、そういうのは省略することができる

ということも想定されるところでございます。ただ、それがどこまで住民の方の利便性が

向上するかというのについては、個々の事例についてそれぞれ検討していく中で、適切な

時期に適切なものを載せてまいりたいと考えております。 

中原委員長 ありがとうございます。じゃあかわります。 

坂原副委員長 はい、じゃあ戻します。 

中原委員長 それでは、委員の皆さん、質疑、もうよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

田島委員、どうぞ。 

田島委員 賛成です。 

中原委員長 反対討論の方おられませんね。 

田島委員 反対あったら、先にしてください。 

中原委員長 はい、おられないようですので、賛成討論、田島委員、どうぞ。 

田島委員 これ無責任な賛成討論と思われる方あると思うんですけども、これはやはり国からのそ

ういう事務的な部分でございまして、そして当町においては、国の法案化されたものをど

うするかということよりも、やはりもう一旦おりてきたものを条例化せざるを得ませんの

で、条例制定せんと、こういうことが事業進みませんので、やはりそれに対しては、ある

程度住民も議会も協力をせざるを得ないその事業もあると思いますので、それが本来、今

回こういう多岐にわたる住民の権利とか保障とか等々について、これ条例をつくらないけ

ませんということで、完璧な条例案ではないと思います。 

しかしながら、一応暫定的にそういう条例化して進んでいただいて、また将来的に社会
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保障問題とか災害対策問題等々について支障があれば、また一部条例、条例というのは改

正できますので、一生決めたら決められんいうことじゃないんですので、その部分につい

ては大変ご苦労かけるんですけれども、ひとつ住民のために、今後暫定的に運営していた

だいて、また見直すべきところは見直していただいて、立派な条例をつくっていきたいと

思う気持ちから一応賛成といたします。 

中原委員長 ほかの委員の方、討論ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 それでは、これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８９号「岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例を制定する件」について、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

中原委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８９号は、本委員会において可決されました。 

続きまして、議案第９０号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する件」を議題とします。 

本件についても、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中原委員長 はい、ご協力ありがとうございます。 

それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 ないようなら、ちょっと私からまた質問したいことがありますので、副委員長、お願

いします。 

坂原副委員長 中原委員長、どうぞ。 

中原委員長 いわゆる年金の一元化ということであると理解はしているんですけれども、この条例

の今回説明をまとめてしていただくために、委員会資料５０ページから５２ページまで、

本会議においては、この同様の内容を説明もいただいたところでありますけれども、改め
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て新旧対照表等を見せていただいたりもしてましたら非常に複雑でして、理解が難しいと

私は感じているところでありまして、委員会資料に基づいて幾つかお尋ねをしたいと思い

ます。 

委員会資料の２２ページから新旧対照表が始まっているわけなんですけれど、これ初め

に岬町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償にかかわることで条例の一部改定が行

われるということなんですね。それで、ここから長いページにわたって新旧対照表が続い

てるんですけれど、新と旧が、どこがどう対応しているのかがよくわからないところが実

は幾つか見ててあるんです。 

ただ、私が気になるのは、例えば２３ページの傷病補償年金の新旧対照表を見せていた

だいたときに、もともとの率から新しい率に変わって割合が同等であるか、もしくは下が

るという傾向にあるというように全体として受けとめているんです。同等であるものが多

いようにお見受けはしているんですけれど、この厚生年金に一元化されたいうことで率が

下がることになる項目がどれに当たるのかというのがちょっとわからない部分があります

ので、教えていただきたいなと思ってるんです。 

それから、委員会資料の２９ページの、これは職員の退職手当に関する条例というとこ

ろになるんですが、これについては基本的にこの条例改定によって、何ら変化することは

生じないと考えているんですけど、私の理解で間違いがないかどうかということもあわせ

てお聞きしたいと思います。 

それから、委員会資料の４９ページなんですが、新旧対照表の中で表が掲げられており

まして、旧のほうに線が、例えばこの表の枠の中でいきますと、旧船員保険法の規定によ

る障害年金と記載されておりまして、「の規定」のところに下線が引かれているんです。

これは新と旧が変わるときにこういう下線、アンダーラインを引くものだと私は理解をし

ているんですけれど、「の規定」という表現は、両方とも同じ表現のように見えるんです

が、これはどうしてアンダーラインが引かれているのかっていうことも教えていただきた

いと思っています。 

それから、もうあと一つですので、４つ目になりますけど、お尋ねしておきたいと思い

ます。委員会資料の５１ページの、これは附則の説明がされているところなんですが、

（４）附則の中の③の第３項の説明にかかわって、念のためお尋ねをしておきたいと思い

ます。 

ここで書かれていることは、共済年金の３階部分（いわゆる職域部分）という表現、説
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明になりますね。それから、恩給についても書かれておりますが、ここに書かれているこ

とを読んだ範囲においては、職域部分が、また恩給についても、現状と比べますと不利益

ということにつながるのかなという受けとめを私はするんですが、そのあたりについてお

聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

坂原副委員長 では、答弁お願いします。はい、どうぞ。 

廣田まちづくり戦略室人事担当課長 まず、率変更の関係のことなんですが、一番最初の岬町議会

議員その他非常勤の職員の公務災害等に関する条例の件ですが、率に関しては全て同じと

いうことで、この部分に関しましては、一応並びが変わってるんですけども、中の法令の

読みかえ、法令の名前とかが変わっておりますので、文言が変わっただけで、一見、順番

がちょっと左右が違っているので、わかりづらい点があるかもわかりませんが、この条例

に関しましては、中身の率のほうは変わっておりません。 

それからもう一つ、消防団のほうも基本的には同率を使っているんですが、高度な災害

の場合だけ率を上げるということで、本来の国の法令等変わっておりますので、そこの部

分は変更されております。 

それから、２つ目の質問です。退職の関係の条例の関係のことですが、これは単に法令

の読みかえ規定だけですので、中身のほうは全く変わっておりません。 

坂原副委員長 はい、どうぞ。 

川端まちづくり戦略室危機管理担当課長 資料４９ページのアンダーラインの件につきまして、今

確認をさせていただいております。 

坂原副委員長 もう一点、５１ページの件ですが、答弁をお願いします。 

廣田まちづくり戦略室人事担当課長 ご質問のいわゆる共済年金の３階部分、職域部分に関しまし

てのあたりですが、基本的には掛けた部分はそのまま退職金として支給されるような形に

は全般的になっているんですが、職域部分に関しましては別で、年金払い退職給付という

形で別の制度が追加できておりますので、基本的には掛ける部分はふえるんですが、実際

制度的には職員に不利益を及ぼすような改正ではないっていうことは確認しております。 

坂原副委員長 中原委員長。 

中原委員長 今お調べいただいている４９ページのことについては、またわかり次第で、私自身は

別に構わないんです。 

それで、最後にお答えをいただいた職員に不利益というようなことではないというお答

えの中で、掛ける部分はふえるということで、料率といいますか、負担としてもふえると
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いう部分ありますし、これは一元化することで私は不利益というようになる部分じゃない

かなあと思ってるんですけど、ただ、ちょっとここは答えにくいことをお聞きしているな

とも思っていますので、もう答弁は求めません。 

私はやはり公務労働という特殊なお仕事に携わっていただいている方、一般職の方、ま

た非常勤の方、消防団員の方なんかについては、やはり民間とは違う特別な責務になって

おられると考えておりますから、そういった方々に不利益が生じることのないようにとい

うことは思っております。 

すみません。何か質問の最後が思っておりますで、終わってしまって申しわけないんで

すけど、もうこのことについては、質問は差し控えたいと思います。 

私の質問は以上で結構です。また、さっきの件わかり次第お答えいただければと思いま

す。 

坂原副委員長 わかりましたか。 

川端まちづくり戦略室危機管理担当課長 今確認をさせていただきました。新旧対照表の旧には、

「の規定」の部分にアンダーラインを引いており、新には引いておりませんでした。本来

は、新の部分の「の規定」が削除されるものです。申し訳ございませんでした。 

坂原副委員長 中原委員長。 

中原委員長 ということですと、旧はこの表でいくと右ですから、右はこれで正解と、左が「旧船

員保険法による障害年金」という表記になるということなんですか。 

川端まちづくり戦略室危機管理担当課長 ご指摘のとおりでございます。 

中原委員長 提出された側として差しかえはどうなさるんですか。これ、あれですよ、あれもあれ

ですよ、全然わからない。これ委員会資料だけではないんです、この表現はね。 

川端まちづくり戦略室危機管理担当課長 新旧対照表の資料の差し替えについて、関係課と調整さ

せていただきます。 

坂原副委員長 それでいいですか。 

中原委員長 はい、ありがとうございました。 

坂原副委員長 終わり。では、進行を戻します。 

中原委員長 副委員長、ご協力ありがとうございます。 

田島委員、どうぞ。 

田島委員 ちょっと委員長、今、私、席を外しとったんやけども、何か質問に対しての答弁は、委

員会資料の分を差しかえをしたいと思います、その報告だけで差しかえ了っていいんです
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か。 

中原委員長 差しかえのほうは。 

田代町長 ただいまの答弁については、もう少し内容を精査して、ご説明申し上げてからどうする

かを回答させていただきます。もうしばらく待っていただきたいと思います。 

中原委員長 委員の皆さん、そういうことでよろしいですか。何かもう答えが出たんですか。 

はい、どうぞ。 

古谷総務部長 条例の改正案そのものには間違いがございませんで、今該当するところは、今回の

資料でいいますと、１３ページの一番下のところから１４ページにかけて、表の改正にな

っているところでございまして、これのように改正するという形でございます。 

新旧対照表の一番最後のところが当該改正の部分に当たるわけでございますが、先ほど

川端課長から言いましたように、旧のところは変えるということでアンダーラインを引い

てるんですけども、新のところですね、改正後のように書きあらわしていないというミス

でございますので、したがいまして、この新旧対照表だけ間違っているということでござ

います。議案の添付資料ということで訂正させていただきたいことでありますので、至急

正しいものを作成して配付させていただきたいと考えますので、ご了解をお願いいたしま

す。 

中原委員長 委員の皆さん、そういうことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中原委員長 議案の差しかえということではなく、議案に附随する資料の差しかえということです

ね。はい、ではそのようにお願いしたいと思います。 

委員の皆さん、本件についての質疑はよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 では、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９０号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正
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する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する件」について、原案のとおり可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

中原委員長 満場一致であります。 

よって、議案第９０号は本委員会において可決されました。 

議案第９１号「岬町税条例等の一部を改正する件」を議題といたします。 

本件につきましても、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中原委員長 ご協力ありがとうございます。 

それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 なしとの声もいただいておりますが、いかがですか。 

竹原委員、どうぞ。 

竹原委員 この条例改正の件なんですけども、私はまあいいことやなと思っているんですけども、

こういうように該当する案件というのが多々あったのかなと思いつつ、これは国のほうっ

ていうんですか、上位のほうでこのように改正しているので、岬町も倣って改正するんだ

というのか、それかもしくは、もう岬町において独自でこういうように改正するのか、ど

っちだろうと疑問がありましたので、答弁をお願いしたいと思います。 

中原委員長 答弁お願いします。はい、どうぞ。 

寺田（晃）財政改革部行革推進課長兼税務課長兼課税係長 今回のご質問の件についてお答えいた

します。 

平成２６年度の税制改正におきまして、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ

的確な納税の履行を確保する観点から、まず国税の猶予制度の見直しが行われております。

これを受けまして、地方税の猶予制度につきましても、所要の見直しを行えることとなり

まして、平成２７年度税制改正におきまして地方税法が改正されました。今回の条例改正

につきましては、この地方税法の改正によるものです。 

中原委員長 もう少し説明をいただけるようです。お願いします。 

四至本財政改革部長 先ほどのご質問ですけれども、基本的には町独自ではなくて、この内容の骨
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格といいますのは、国税徴収法、それに国税通則法というのがございます。それに準じた

ような形になっておりますので、町独自という部分はないという状況であるということが

現状でございます。 

中原委員長 よろしいですか。ほかの委員の皆さんはご質問、質疑、よろしいですね。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

中原委員長 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９１号「岬町税条例等の一部を改正する件」について、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

中原委員長 満場一致であります。 

よって、議案第９１号は本委員会において可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案４件については、全て議了いたしました。 

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、

委員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

これで総務文教委員会を閉会、閉会する前でよかったですね。何ですか。 

古谷総務部長 先ほどの私の説明、ちょっと間違っておりましたので、訂正させていただきます。 

中原委員長 訂正の申し出がありますので、お受けしたいと思います。 

古谷総務部長 先ほどの被用者年金の一元化に関する条例改正でございますが、私ちょっと違うと

ころを見てまして、申しわけございません。改正の本文に当たる部分の説明が間違いまし

た。先ほどの表の新旧対照表に係る改正の部分は、１９ページで言いますと、附則の直前

に「附則第５条第６項中の改正」ということで、４行書いております。その中で一番お尻

のところに、同項の表中という、これが新旧対照のこの表に当たるわけでございますが、

この同項の表中「の規定」というこの３文字を削るということでございます。これが該当

部分でございまして、先ほど違うところで説明しましたけども、これが正解でございます



 

30 

ので、したがいまして、この左側にある旧の「の規定」というアンダーラインを引いてい

るところ、ここを変える、要は削るということですので、新のほうでこれを削っとかなあ

かんということになる。これを削り忘れてるということでございますので、いずれにして

も、間違いでございますけども、私のちょっと説明が間違っておりましたので、訂正させ

ていただきます。今準備しておりますので、新しいのを配らせていただくということでご

ざいます。 

中原委員長 委員の皆さん、ご理解いただきましたでしょうか。 

田島委員 資料やったら構わへん、議案書と違うんやから。 

中原委員長 先ほど古谷部長のほうから、議案書についてはここに当たりますということで、誤り

はないという説明をいただきましたが、それが該当箇所と違っていたということで、今改

めて該当箇所のご説明をいただき、議案についてはそごはないということが確認されたと

いうことかなと思います。 

委員の皆さん、それでご確認よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

中原委員長 はい、ご協力ありがとうございました。 

これで本当に総務文教委員会が閉会できると思います。どうも皆さんご協力ありがとう

ございました。お疲れさまでした。 

（午前１１時２８分 閉会） 
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